
  

 

 

 

平成３１年４月１日から、次の活動にも補助が交付可能に！ 

区分 経費の種類 

１ 啓発活動 啓発用チラシ、パンフレット等の印刷費、資料等の購入費そ 

の他防災意識の向上を目的とする活動に要する費用 

２ 訓練活動 消火訓練の実施に要する燃料費及び消火器充填費、炊き出し 

訓練の実施に要する燃料費及び材料費、当該訓練の参加者が 

加入する傷害保険料その他防災訓練の実施に要する費用 

３ 研修活動 講師謝礼、資料購入費、印刷費、研修参加費その他防災知識の向

上を目的とする研修会の開催又は参加に要する費用 

１年度につき１回、最大３万円（補助率１０分の１０） 

 

例１「啓発活動」  チラシ・パンフレット等の印刷費 

   

例２「訓練活動」  炊き出し訓練の材料費・燃料費 

   

例３「研修活動」  講師謝礼、研修参加費 

   
研修参加 講師謝礼 

訓練時の保険料 炊き出し材料 

資料印刷 


